
 

（資料４） 

 

４．補助金関係規程等の改正について 

 

 

令和元年度に鉄道・運輸機構が改正した取扱要領・繰入基準 

規程等の名称 改正年月日 概要 

○都市鉄道利便増進事業費

補助繰入基準 

 

令和 2年 3月 31 日 

改正 

令和 2年度予算に合わせて、分割交付の分割率

を改正した。 

※令和 2 年 3 月 26 日 国鉄都第 173 号 都市鉄道利便増進事業費補助交付要綱改正。 

※別添 新旧対照表を参照 



別添 新旧対照表 

新旧対照表 

改正案 現行 

○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構都市鉄道利便増進事

業費補助繰入基準 
○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構都市鉄道利便増進事

業費補助繰入基準 

平成 17 年 12 月 21 日 平成 17 年 12 月 21 日 

機構規程第 56 号 機構規程第 56 号 

   改正 平成 19 年 3 月 28 日    改正 平成 19 年 3 月 28 日 

機構規程第 163 号の 2 機構規程第 163 号の 2 

平成 22 年 11 月 18 日 平成 22 年 11 月 18 日 

機構規程第 44 号 機構規程第 44 号 

平成 29 年 3 月 30 日 平成 29 年 3 月 30 日 

機構規程第 87 号 機構規程第 87 号 

平成 29 年 3 月 31 日 平成 29 年 3 月 31 日  

機構規程第 103 号 機構規程第 103 号  

平成 30 年 3 月 30 日 平成 30 年 3 月 30 日  

機構規程第 54 号 機構規程第 54 号  

平成 31 年 3 月 29 日 平成 31 年 3 月 29 日  

機構規程第 92 号 機構規程第 92 号  

令和 2 年 3 月 31 日   

機構規程第 56 号   

   



別添 新旧対照表 

別表 別表  

  

 

注 繰入決定において繰り入れの対象とされた事業の一部が当該繰入決定を受け

た日の属する事業年度（以下「繰入決定年度」という。）内に完了せず、翌年度に

繰り越された場合において、当該事業の繰り越し分の補助第２年度以降の交付年度

及び補助率は、繰入決定年度に完了した分と同様とする。 
ただし、平成２８年度事業の繰越し分については、補助対象経費に３分の１を乗じ

て得た額以内を整備した事業年度に繰り入れを行う。 

注 繰入決定において繰り入れの対象とされた事業の一部が当該繰入決定を受け

た日の属する事業年度（以下「繰入決定年度」という。）内に完了せず、翌年度に

繰り越された場合において、当該事業の繰り越し分の補助第２年度以降の交付年度

及び補助率は、繰入決定年度に完了した分と同様とする。 
ただし、平成２８年度事業の繰越し分については、補助対象経費に３分の１を乗じ

て得た額以内を整備した事業年度に繰り入れを行う。 

 

附 則(令和 2 年 3 月 31 日機構規程第 56 号) 附 則(平成 31 年 3 月 29 日機構規程第 92 号)  

この繰入基準の一部改正は、令和 2 年 3 月 31 日から施行する。 この繰入基準の一部改正は、平成 31 年 3 月 29 日から施行する。  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


